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ツ
ベ
ル
ク
リ
ン

接
種
等
を
実
施

　
　
　
　
昭
和
五
十
二
年
度
ツ

　
　
　
ベ
ル
ク
リ
ン
接
種
及
び

　
　
　
判
定
、
B
C
G
接
種
を

　
　
　
下
記
の
日
程
に
よ
り
六

　
　
　
月
一
日
～
三
十
日
の
間

　
　
　
実
施
い
た
し
ま
す
の
で

　
　
　
該
当
者
は
必
ず
母
子
健

　
　
　
康
手
帳
を
持
参
の
う
え

　
　
　
会
場
へ
お
い
で
く
ざ
さ

　
　
　
い
。

　
　
　
　
該
当
者
及
び

　
　
　
　
　
　
注
意
事
項

　
　
　
◇
昭
和
五
十
年
生
ま
れ

　
　
　
の
も
の
で
、
前
回
の
ツ

　
　
　
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
が
、

　
　
　
陰
性
、
疑
陽
性
の
者
と

　
　
　
未
実
施
者
。

　
　
　
◇
昭
和
五
十
一
年
生
ま

　
　
　
れ
の
者
全
部
。

　
　
　
◇
該
当
者
に
は
個
人
通

　
　
　
知
を
出
し
て
お
り
ま
す

　
　
　
が
、
万
一
通
知
も
れ
の

　
　
　
方
は
日
程
を
、
こ
覧
の
う

　
　
　
え
、
会
場
へ
お
い
で
く

　
　
　
だ
さ
い
。

対
象
地
区

ツ
反
接
種
日

ツ
反
判
定
B

C
G
接
種
日

受
付
時
間

　
（
午
後
）

会
　
　
　
場

下
　
　
条

6
月
1
日

（
水
）

6
月
3
日

（
金
）

2
時
　
　
～

　
2
時
半

下
条
小
学
校

3
時
　
～

　
3
時
半

東
下
組
小
学
校

新
座
夫
井
田

6
月
6
目

（
月
）

6
月
8
目

（
水
）

2
時
　
　
～

　
2
時
ω
分

東
　
小
　
学
　
校

吉
　
　
田

2
時
　
　
～

　
2
時
半

吉
田
小
学
校

3
時
　
～

　
3
時
半

名
ケ
山
小
学
校

6
月
2
0
日

　
（
月
）

6
月
2
2
目

　
（
水
）

2
時
　
～

　
2
時
半

鐙
島
小
学
校

3
時
　
～

　
3
時
半

真
田
小
学
校

中
　
　
条

6
月
7
日

（
火
）

6
月
9
日

（
木
）

2
時
　
～

　
2
時
半

飛
一
小
学
校

2
時
4
5
分
～

　
3
時

飛
二
小
学
校

6
月
22
日

　
（
水
）

6
月
2
4
日

　
（
金
）

2
時
　
～

　
2
時
半

中
条
小
学
校

水
　
　
沢

6
月
1
3
日

　
（
月
）

6
月
1
5
目

　
（
水
）

2
時
　
～

　
2
時
1
5
分

馬
場
小
学
校

2
時
5
0
分
～

　
3
時

野
中
小
学
校

6
月
14
日

　
（
火
）

6
月
1
6
日

　
（
木
）

2
時
　
～

　
2
時
半

水
沢
小
学
校

六
　
　
箇

6
月
1
3
日

　
（
月
）

6
月
1
5
日

　
（
水
）

3
時
2
0
分
～

　
3
時
半

六
箇
小
学
校

川
　
　
治

6
月
14
日

　
（
火
）

6
月
1
6
日

　
（
水
）

2
時
　
～

　
2
時
1
0
分

八
箇
小
学
校

2
時
半
～

　
3
時
半

川
治
地
区
公
民
館

十
日
町

6
月
2
1
目

（火
）

6
月
2
3
日

（
木
）

21

日
　
2
時
～

　
2
時
半

青
少
年
ホ
ー
ム

23

日
　
2
時
～

　
2
時
ω
分

6
月
2
8
日

　
（
火
）

6
月
3
0
日

　
（
木
）

圏
日
　
2
時
～

　
2
時
半

市
役
所
4
階

30

日
　
2
時
～

　
2
時
ω
分

育
兜
相
談

級に検4
　育診脅
　児並月
　び児

検3

　歳
診児

嚢
名

甜薦 鰭角 ，甜爵 月
目

1午
時後
半

1　1繕
時～時後
楽

2　1午
時～時後
半

縛受
擶付

公十
民日
館町

公十
民β
館町

公十
民β
鎮町

会
場

ま　～51
れ10年
の月　8

養盗潟

巻生52
　ま年
　れ　2

　の月

者生48
　ま年
　れ12
　の肩

対
象
考

座蹄六十
地園箇β
区・・町
　新大・

全
域

全
域

参
集
鼠
域

の保身
相麿体
談に測
　つ定
　い
　て

育内身
箆料体
学検測

、級診定

く〃〉く翻を3
だ方て人婦歳
さはも通象霜
いお該知　力
αい当が　帰
で月な　児

備
考

一歯は健康を保つうえに重要な働きを
　　しています。

1庫闇撚の病気
でかかる医療費

は：一

国民健康保険に

加入している人

達で

　約9，600万円

r一

　
①
食
べ
物
を

　
　
か
み
く
だ
く
。

　
②
だ
液
と
い
っ
し
ょ
に

　
　
食
べ
物
を
消
化
吸
収

　
　
し
や
す
い
よ
う
に
す

　
　
る
。

　
③
発
音
・
発
声
を
た
す

　
　
け
る
。

④
顔
の
か
た
ち
を
整
え
る

1人当り年間

4，328円にも

なっています。

　
　
　
　
、
輪
彰

藻麟
欝
ξ

癸

豊
溺壁

　
　
　
　
～
窒

　膨齪
と7δ艦』厚夢3
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○
－

：
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
：

一
票
で
選
べ
よ
い
人
明
る
い
政
治

－
○

　
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
は
、
六
月

十
七
目
公
示
さ
れ
、
七
月
十
日
（
日
）

に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
．

　
七
月
に
入
り
ま
す
と
、
選
挙
運
動

も
一
段
と
熱
っ
ぽ
さ
を
増
す
こ
と
と

な
り
ま
す
が
、
国
民
が
国
政
に
参
加

す
る
唯
一
の
機
会
で
も
あ
り
ま
す
．

義
理
人
情
や
買
収
供
応
に
よ
る
こ
と

　　　立　会、潰　難　嚢

iと　嚢　摩鍔2離圭》撃後警跨一●

澄ζろ　撫疑体育館ド

痢　欝地方滋嬢補轡蒙入30分

な
く
、
み
な
さ
ん
が
自
分
の
一
票
に

大
き
な
責
任
を
も
ち
、
明
る
く
き
れ

い
な
選
挙
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

…
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
基
準
日
…

一
は
六
月
十
五
日
、
登
録
日
は
六
月
一

…
十
六
日
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
…

　
選
挙
人
名
簿
の
登
録
は
、
基
準
日

登
録
日
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

灘・、

十

私達で明るいキレイな国づくり

　　殴璽》通
　　ク

蕾，・【
　
今
回
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
は

六
月
十
五
日
現
在
で
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
人
に
選
挙
権
が
あ
り
ま

す
。

　
な
お
、
選
挙
人
名
簿
の
登
録
資
格

は
、
昭
和
五
十
二
年
三
月
十
五
日
以

前
に
十
日
町
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
、
引
き
続
き
十
日
町
市
内

に
居
住
し
て
い
る
人
で
、
七
月
十
日

ま
で
に
満
二
十
歳
（
昭
和
三
十
二
年

七
月
十
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

に
な
っ
た
方
に
選
挙
権
が
あ
り
ま
す
。

不
在
者
投
票
の
で
き
る
期
間

　
投
票
日
の
当
日
、
旅
行
や
病
気
、

そ
の
ほ
か
の
用
務
等
で
投
票
所
へ
行

け
な
い
人
は
、
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。

　
期
間
は
、
公
示
の
日
（
六
月
十
七

日
）
か
ら
投
票
日
の
前
日
（
七
月
九

日
）
ま
で
の
毎
日
午
前
八
時
半
か
ら

午
後
五
時
ま
で
で
す
。

　
不
在
者
投
票
の
手
続
き
を
さ
れ
る

方
は
、
入
場
券
（
後
日
配
布
）
と
印

鑑
を
ご
持
参
の
上
、
市
役
所
三
階
の

選
挙
事
務
室
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
不
在
者
投
票
の
請
求
は
公

示
前
で
も
で
き
ま
す
。

入
場
券
を
お
忘
れ
な
く

　
入
場
券
は
、
市
政
事
務
嘱
託
員
を

通
じ
、
六
月
二
十
五
日
頃
お
届
け
し

ま
す
。
投
票
に
行
く
と
き
は
、
入
場

券
を
お
持
ち
の
上
、
会
場
で
係
員
か

ら
投
票
用
紙
を
受
け
と
り
、
投
票
し

よ
う
と
思
う
候
補
者
の
氏
名
を
ひ
と

り
だ
け
書
い
て
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

（
紛
失
し
て
み
つ
か
ら
な
い
人
は
、
投

票
所
で
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
）

　
な
お
、
投
票
の
時
間
は
午
前
七
時

か
ら
午
後
六
時
ま
で
で
す
が
、
繰
上

げ
投
票
す
る
所
も
あ
り
ま
す
の
で
、

入
場
券
に
書
い
て
あ
る
時
間
内
に
投

票
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
入
場
券
の
届
か
な
い
方
は
、
選
挙

事
務
室
（
市
役
所
三
階
8
七
上
三

一
一
番
、
有
放
五
二
五
一
四
番
）
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

投
票
用
紙
と
投
票
の
順
序

　
投
票
用
紙
は
、
地
方
区
が
薄
黄
色

，
の
用
紙
に
黒
色
刷
り
で
、
全
国
区
が

白
色
の
用
紙
に
赤
色
刷
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
投
票
の
順
序
は
、
地
方
区

が
先
で
、
全
国
区
が
後
に
な
り
ま
す
．
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農
業
者
年
金
へ
ご
加
入
を

　
　
　
㈹
農
業
者
年
金
の
制
度
も
誕
生
し
て
か
ら
す
で
に
六
年
余
り
、
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
中
加
入
者
も
全
体
で
百
二
十
七
万
人
に
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
伽

　
　
　
伽
心
て
、
昨
年
か
ら
は
、
経
営
移
譲
年
金
の
支
給
も
始
ま
り
、
五
帥

　
　
　
伽
十
二
年
二
月
末
ま
で
に
一
万
三
千
五
百
人
も
の
人
が
実
際
に
中

　
　
　
ゆ
年
金
を
手
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
五
十
二
年
一
月
か
ら
は
鴫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
伽
制
度
の
内
容
が
一
段
と
充
実
さ
れ
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
中

　
　
　
中
　
し
か
し
、
ま
だ
加
入
す
る
資
格
が
あ
り
な
が
ら
手
続
き
を
噂

　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
岡
と
っ
て
い
な
い
人
が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
　
一
日
も
早
“

　
　
　
巾
く
加
入
の
手
続
き
を
と
る
よ
う
お
す
す
め
し
ま
す
。
　
　
　
中

年
金
に
加
入
で
き
る
の
は

　
農
業
者
年
金
に
は
、
法
律
で
必
ず

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
当
然

加
入
資
格
者
』
と
、
本
人
の
希
望
で

加
入
で
き
る
『
任
意
加
入
資
格
者
」

と
が
あ
り
ま
す
。

■
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
当
然
加
入
資
格
者
」
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
お
り
、
自
分
名
義
の

経
営
面
積
（
借
入
地
を
含
む
）
が
五

十
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
経
営
主
で
す
。

■
希
望
に
よ
っ
て
加
入
で
き
る
「
任

意
加
入
資
格
者
」
は
、
国
民
年
金
に

加
入
し
て
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
で
す
。

①
自
分
名
義
の
経
営
面
積
が
三
十
～

五
十
ア
ー
ル
（
借
入
地
を
含
む
V
で
、

だ
し
、
大
正
五
～
昭
和
九
年
生
れ
の

人
は
、
生
年
月
目
に
よ
り
、
五
年
～

十
九
年
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
）
以
上

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

い
ま
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
は

　
保
険
料
は
、
定
め
ら
れ
た
納
付
期

限
を
過
ぎ
て
二
年
た
ち
ま
す
と
、
時

効
に
よ
っ
て
納
め
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。

年
間
投
下
労
働
時
間
が
七
百
時
間
以

雛
懸
野
講
耀

る
農
業
経
営
主
の
後
継
者
．
　
③
農

業
生
産
法
人
の
構
成
員
で
、
法
人
で

の
持
分
と
法
人
以
外
で
の
自
分
の
経

営
面
積
の
合
計
が
五
十
ア
ー
ル
以
上
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
格

あ
る
も
の
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

・
被
用
者
年
金
（
会
社
等
に
勤
め
て
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

い
る
者
が
加
入
す
る
厚
生
年
金
保
険
　
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当

等
）
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
農
業
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

経
営
主
で
あ
っ
て
も
農
業
者
年
金
に
　
測

は
、
加
入
で
き
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
年

．
将
来
、
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
　
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

保
険
料
を
納
め
始
め
る
月
か
ら
、
六
　
翫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

十
歳
に
達
す
る
日
（
誕
生
日
の
前
日
）
　
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
『
保
険
　
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大

料
を
納
め
た
期
間
等
』
が
二
十
年
（
た

生年月　日
いつまでに届け出る
のか

いつの分の保険料から
その保険料をいつま
でに納めるか

4月2日～5月1日 52年7月末 50年4月分 52年7月末
5月2日～6月1日 〃 5　〃 〃

6月2日～7月1日 〃 6　〃 〃

7月2日～8月1日 10月末 7　〃 10月末

8月2日～9月1日 〃 8　〃 〃

9月2日～10月1日 〃 9　〃 〃

10月2日～11月1日 53年1月末 10　〃 53年1月末
11月2日～12月1日 〃 11　〃 〃

12月2日一翠1月1日 〃 12　〃 〃

　
当
然
加
入
資
格
者
で
、
昭
和
四
十

六
年
の
制
度
発
足
の
当
時
す
で
に
五

十
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
経
営
主
だ
っ

た
人
は
、
こ
れ
か
ら
加
入
の
手
続
き

を
と
っ
て
も
四
十
六
年
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
被
保
険
者
の
資
格
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
保
険
料
は
さ
か
の

ぼ
っ
て
も
二
年
前
の
分
ま
で
し
か
納

め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
任
意
加
入
資
格
者
は
、
申

昭和12年生まれの任意加入資格者

生年月　日 いつまでに加入するか いつの分の保険料かr） その保険料の通常の
納期

1月2日～6月1日 加　　　入　　　で　　　き　　　な　　　い

6月2日～7月1日 52年6月末 52年6月末 52年7月末
7月2日～8月1日 7　〃 7　〃 10月末

8月2日～9月1日 8　〃 8　〃 〃

9月2日～10月1日 9　〃 9　〃 〃

10月2日～11月1日 10　〃 10　〃 53年1月末
11月2日～12月1日 11　〃 11　〃 〃

12月2日一翠1月1日 12　〃 12　〃 〃

し
出
た
時
に
被
保
険
者
と
な
り
、
そ

の
月
分
か
ら
保
険
料
を
納
め
ら
れ
ま

す
。

　
こ
の
た
め
、
制
度
が
で
き
て
六
年

す
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
保

険
料
を
納
め
始
め
て
も
、
六
十
歳
ま

で
の
期
間
が
年
金
を
受
給
す
る
の
に

必
要
な
期
間
を
満
た
せ
な
い
人
が
多

数
生
じ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
加
入
し
て
年
金
を
受
給
、

す
る
資
格
を
得
ら
れ
る
の
は
、
次
の

人
で
す
。
（
昭
和
五
十
二
年
五
月
末

現
在
）

・
当
然
加
入
資
格
者
陸
大
正
九
年
四

月
二
日
以
降
に
生
れ
た
人

・
任
意
加
入
資
格
者
U
昭
和
十
二
年

六
月
二
日
以
降
に
生
れ
た
人

　
と
く
に
、
次
の
よ
う
に
当
然
加
入

資
格
者
で
大
正
九
年
四
月
二
日
～
昭

和
十
一
年
一
月
一
日
生
れ
の
人
、
任

意
加
入
資
格
者
で
は
昭
和
十
二
年
生

れ
の
人
（
六
月
二
日
以
降
生
れ
の
人

に
限
り
ま
す
。
）
は
加
入
の
期
限
が

迫
っ
て
い
ま
す
の
で
、
す
ぐ
手
続
き

を
と
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
当
然
加
入
資
格
者
で
大
正
九
年
四

月
一
日
以
前
、
任
意
加
入
者
で
昭
和

十
二
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
生
れ

た
人
は
も
う
加
入
し
て
年
金
を
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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加
入
手
続
は

　
こ
れ
か
ら
加
入
し
よ
う
と
す
る
人

は
、
近
く
の
農
協
の
窓
口
で
、
当
然

加
入
資
格
者
は
「
資
格
取
得
届
」
、
任

意
加
入
資
格
者
は
「
資
格
取
得
申
出

書
」
の
用
紙
を
受
け
取
り
、
必
要
な

事
項
を
記
入
し
て
、
農
協
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
際
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料

を
納
め
る
人
は
、
放
っ
て
お
く
と
あ

と
で
そ
の
保
険
料
に
つ
い
て
二
年
の

時
効
が
完
成
し
て
納
め
ら
れ
な
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
と
く
に
当
然
加
入
資
格

者
で
、
資
格
取
得
の
決
定
通
知
を
待

っ
て
か
ら
納
付
す
る
と
納
期
を
過
ぎ

て
し
ま
う
お
そ
れ
の
あ
る
人
は
、
届

と
一
諸
に
必
要
な
保
険
料
も
納
め
る

　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
ー

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
短
期
被
用
者
年
金
期
間
の

あ
る
人
は
、
あ
わ
せ
て
「
短
期
被
用

者
年
金
期
間
該
当
申
出
書
」
に
必
要

な
事
項
を
記
入
し
て
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

保
険
料
は
い
く
ら
か

◆保険料1ヵ月につき

　はかりグ）定期検査をー）ぎの日程によ　l　i50年1月㌻51年12月分　　1，650円

1）行いますから、検査を必要とするはl　i

かりをお持古、の方は是非受検ください。l　i52年1月～12月分　　　　　2，450円

定期検査を受1ナるはかり…取引（売買）li

　　　　　　　　　　　　　　l　i53年1月～12月分　　　　2，970円
又は証明用に使肌ているはカ’り・li

　商店・露店・運送業・工場・事業所　l　i54年1月分～　　　　　　　3，290円
　農協等で使用しているはかり、学校l　L．一．．．．．．一．．．．．．＿．．．＿＿．．．．．＿＿．＿．＿．．．

欝畢讐重計脳嶺1三離讐墾

定難翻欝虞撒用跨旦婿繋雛塁
試はカ、り、日通．国鉄．郵便局等で1　四　て安てのすま

　　　　　　　　　　　　　　1　 昭百　い心納年。と
使用し5いるはかり。．　1暫箭禦聾

その他の注意…①検査日は「計量器使1　　十円　　利　しす年秋前
　用者調査書、の住所・氏名・職業・電話　1　　　二　　　　で　’ζ分　の納

欄尋ま必ず記入してカ、r、持参くださ、、．1隼　曝納鱗葱
　　　　　　　　　　　　　　亟
　②検査には手数料がかかります。　　6

　
通
常
一
～
三
月
分
は
四
月
末
、
四

～
六
月
分
は
七
月
末
、
七
～
九
月
分

は
十
月
末
、
十
～
十
二
月
分
は
翌
年

一
月
末
ま
で
に
農
協
の
窓
口
に
納
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

騨
年
分
ま
と
め
て
前
納
す
る

と
有
利
I
i

　
保
険
料
は
、
一
年
分
（
毎
年
一
月

～
十
二
月
分
）
ま
と
め
て
前
納
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
き
秋
の
米
代

金
な
ど
か
ら
次
の
年
の
一
年
分
の
保

険
料
を
ま
と
め
て
納
め
ま
す
と
、
納

め
忘
れ
が
な
く
安
心
で
す
し
、
保
険

料
も
割
引
さ
れ
て
い
て
有
利
で
す
。

　
五
十
三
年
分

　
　
三
万
三
千
四
百
六
十
円

（
納
め
る
期
限
　
昭
和
五
十
二
年
十

二
月
末
目
）

　
五
十
四
年
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
。

　
　
三
万
八
千
三
百
六
十
円

（
納
め
る
期
限
　
昭
和
五
十
三
年
十

二
月
末
日
）

保
険
料
の
納
め
方

　
保
険
料
の
納
め
方
と
し
て
は
、
現

金
納
付
と
口
座
振
替
納
付
の
方
法
が

あ
り
ま
す
が
、
口
座
振
替
納
付
の
方

法
に
よ
れ
ば
、
納
め
る
手
間
が
は
ぶ

け
、
ま
た
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
場
合
に
は
、
加
入
の

と
き
に
合
わ
せ
て
農
協
と
の
間
で
口

座
引
落
し
に
つ
い
て
の
手
続
き
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

出
か
せ
ぎ
期
間
は

　
出
か
せ
ぎ
に
行
っ
て
厚
生
年
金
保

険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き
は
、
農
業

者
年
金
の
被
保
険
者
資
格
を
失
い
ま

す
。
し
か
し
、
出
か
せ
ぎ
期
間
が
八

ヵ
月
以
下
で
帰
っ
て
き
て
再
加
入
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
出
か
せ
ぎ
先

で
の
証
明
書
を
添
え
て
申
し
出
て
基

金
の
確
認
を
う
け
れ
ば
、
そ
の
期
間

は
「
短
期
被
用
者
年
金
期
間
」
と
し

て
、
前
に
の
べ
た
『
保
険
料
を
納
め

た
期
間
等
』
の
中
に
含
め
ら
れ
ま
す
。

　
（
短
期
被
用
者
年
金
期
間
中
に
六

十
歳
に
達
し
た
人
で
、
農
業
者
老
齢

年
金
を
受
給
す
る
資
格
の
あ
る
人
は
、

帰
っ
て
き
た
日
か
ら
一
ヵ
月
以
内
に

そ
の
期
間
が
短
期
被
用
者
年
金
期
間

に
該
当
す
る
む
ね
の
申
出
書
と
、
そ

の
期
問
中
に
老
齢
年
金
の
給
付
事
由

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
む
ね
の

届
と
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）

髪
o
o
亟
亟
壺
典
亟
o
亟
亟
o
亟
o
典
亟
雨
x
亟
o
塾
o
o
垂
匪
x
亟
x
嬰
o
o
亟
o
o
o
唾
唾
亟
亟
亟
o
亟
o
亟
o
亟
亟
唾
亟
亟
o
垂
濫
引
x
垂
亟
前
x
塾
垂
唾
亟
o
x

　農地転用には許…苛申講を
　田畑等農地を住宅、工場建築、植林

等の目的で農地以外に転用する場合に

は、農地法により県の許可が必要です

　申請してから許可になるまで約2ヵ

月位要しますので、早目に申請し、許

可を受けてから工事に着手するように

してください。詳しくは、お近くの農

業委員または市農業委員会（溶7－3111

番）へご相談ください。

会　場…市民体育館

受付時間…午前9時～11時　午後1時

　半～3時半

検査目…7月5日本町1丁目、本町東

　西・本町2・3丁目、袋町、栄町、

　昭和町1～4丁目、西寺町、泉町、

　宮下町、諏訪町、神明町、学校町、

　水野町、若宮町　7月6日本町4・

　5丁目、高田町1・2・3丁目、丸

　山町、七軒町、加賀糸屋町、関口樋

　口町、駅通り、西浦｛旭町、稲荷町

　西本町、千代田町、春日町　7月7

　日本町6丁目、三和町、下川原町、

　田中町、川原町、上川町、田川町、

　八幡田町、島、江道、猿倉、津池、

　菅沼、大池、赤倉、高山、錦町、美

　雪町、桜木町、高田町4・5丁目、

　山本町、千歳町、寿町、本町7丁目
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農
業
者
年
金
へ
ご
加
入
を

　
　
　
㈹
農
業
者
年
金
の
制
度
も
誕
生
し
て
か
ら
す
で
に
六
年
余
り
、
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
中
加
入
者
も
全
体
で
百
二
十
七
万
人
に
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
伽

　
　
　
伽
心
て
、
昨
年
か
ら
は
、
経
営
移
譲
年
金
の
支
給
も
始
ま
り
、
五
帥

　
　
　
伽
十
二
年
二
月
末
ま
で
に
一
万
三
千
五
百
人
も
の
人
が
実
際
に
中

　
　
　
ゆ
年
金
を
手
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
五
十
二
年
一
月
か
ら
は
鴫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
伽
制
度
の
内
容
が
一
段
と
充
実
さ
れ
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
中

　
　
　
中
　
し
か
し
、
ま
だ
加
入
す
る
資
格
が
あ
り
な
が
ら
手
続
き
を
噂

　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
岡
と
っ
て
い
な
い
人
が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
　
一
日
も
早
“

　
　
　
巾
く
加
入
の
手
続
き
を
と
る
よ
う
お
す
す
め
し
ま
す
。
　
　
　
中

年
金
に
加
入
で
き
る
の
は

　
農
業
者
年
金
に
は
、
法
律
で
必
ず

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
当
然

加
入
資
格
者
』
と
、
本
人
の
希
望
で

加
入
で
き
る
『
任
意
加
入
資
格
者
」

と
が
あ
り
ま
す
。

■
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
当
然
加
入
資
格
者
」
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
お
り
、
自
分
名
義
の

経
営
面
積
（
借
入
地
を
含
む
）
が
五

十
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
経
営
主
で
す
。

■
希
望
に
よ
っ
て
加
入
で
き
る
「
任

意
加
入
資
格
者
」
は
、
国
民
年
金
に

加
入
し
て
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
で
す
。

①
自
分
名
義
の
経
営
面
積
が
三
十
～

五
十
ア
ー
ル
（
借
入
地
を
含
む
V
で
、

だ
し
、
大
正
五
～
昭
和
九
年
生
れ
の

人
は
、
生
年
月
目
に
よ
り
、
五
年
～

十
九
年
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
）
以
上

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

い
ま
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
は

　
保
険
料
は
、
定
め
ら
れ
た
納
付
期

限
を
過
ぎ
て
二
年
た
ち
ま
す
と
、
時

効
に
よ
っ
て
納
め
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。

年
間
投
下
労
働
時
間
が
七
百
時
間
以

雛
懸
野
講
耀

る
農
業
経
営
主
の
後
継
者
．
　
③
農

業
生
産
法
人
の
構
成
員
で
、
法
人
で

の
持
分
と
法
人
以
外
で
の
自
分
の
経

営
面
積
の
合
計
が
五
十
ア
ー
ル
以
上
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
格

あ
る
も
の
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

・
被
用
者
年
金
（
会
社
等
に
勤
め
て
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

い
る
者
が
加
入
す
る
厚
生
年
金
保
険
　
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当

等
）
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
農
業
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

経
営
主
で
あ
っ
て
も
農
業
者
年
金
に
　
測

は
、
加
入
で
き
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
年

．
将
来
、
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
　
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

保
険
料
を
納
め
始
め
る
月
か
ら
、
六
　
翫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

十
歳
に
達
す
る
日
（
誕
生
日
の
前
日
）
　
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
『
保
険
　
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大

料
を
納
め
た
期
間
等
』
が
二
十
年
（
た

生年月　日
いつまでに届け出る
のか

いつの分の保険料から
その保険料をいつま
でに納めるか

4月2日～5月1日 52年7月末 50年4月分 52年7月末
5月2日～6月1日 〃 5　〃 〃

6月2日～7月1日 〃 6　〃 〃

7月2日～8月1日 10月末 7　〃 10月末

8月2日～9月1日 〃 8　〃 〃

9月2日～10月1日 〃 9　〃 〃

10月2日～11月1日 53年1月末 10　〃 53年1月末
11月2日～12月1日 〃 11　〃 〃

12月2日一翠1月1日 〃 12　〃 〃

　
当
然
加
入
資
格
者
で
、
昭
和
四
十

六
年
の
制
度
発
足
の
当
時
す
で
に
五

十
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
経
営
主
だ
っ

た
人
は
、
こ
れ
か
ら
加
入
の
手
続
き

を
と
っ
て
も
四
十
六
年
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
被
保
険
者
の
資
格
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
保
険
料
は
さ
か
の

ぼ
っ
て
も
二
年
前
の
分
ま
で
し
か
納

め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
任
意
加
入
資
格
者
は
、
申

昭和12年生まれの任意加入資格者

生年月　日 いつまでに加入するか いつの分の保険料かr） その保険料の通常の
納期

1月2日～6月1日 加　　　入　　　で　　　き　　　な　　　い

6月2日～7月1日 52年6月末 52年6月末 52年7月末
7月2日～8月1日 7　〃 7　〃 10月末

8月2日～9月1日 8　〃 8　〃 〃

9月2日～10月1日 9　〃 9　〃 〃

10月2日～11月1日 10　〃 10　〃 53年1月末
11月2日～12月1日 11　〃 11　〃 〃

12月2日一翠1月1日 12　〃 12　〃 〃

し
出
た
時
に
被
保
険
者
と
な
り
、
そ

の
月
分
か
ら
保
険
料
を
納
め
ら
れ
ま

す
。

　
こ
の
た
め
、
制
度
が
で
き
て
六
年

す
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
保

険
料
を
納
め
始
め
て
も
、
六
十
歳
ま

で
の
期
間
が
年
金
を
受
給
す
る
の
に

必
要
な
期
間
を
満
た
せ
な
い
人
が
多

数
生
じ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
加
入
し
て
年
金
を
受
給
、

す
る
資
格
を
得
ら
れ
る
の
は
、
次
の

人
で
す
。
（
昭
和
五
十
二
年
五
月
末

現
在
）

・
当
然
加
入
資
格
者
陸
大
正
九
年
四

月
二
日
以
降
に
生
れ
た
人

・
任
意
加
入
資
格
者
U
昭
和
十
二
年

六
月
二
日
以
降
に
生
れ
た
人

　
と
く
に
、
次
の
よ
う
に
当
然
加
入

資
格
者
で
大
正
九
年
四
月
二
日
～
昭

和
十
一
年
一
月
一
日
生
れ
の
人
、
任

意
加
入
資
格
者
で
は
昭
和
十
二
年
生

れ
の
人
（
六
月
二
日
以
降
生
れ
の
人

に
限
り
ま
す
。
）
は
加
入
の
期
限
が

迫
っ
て
い
ま
す
の
で
、
す
ぐ
手
続
き

を
と
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
当
然
加
入
資
格
者
で
大
正
九
年
四

月
一
日
以
前
、
任
意
加
入
者
で
昭
和

十
二
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
生
れ

た
人
は
も
う
加
入
し
て
年
金
を
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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加
入
手
続
は

　
こ
れ
か
ら
加
入
し
よ
う
と
す
る
人

は
、
近
く
の
農
協
の
窓
口
で
、
当
然

加
入
資
格
者
は
「
資
格
取
得
届
」
、
任

意
加
入
資
格
者
は
「
資
格
取
得
申
出

書
」
の
用
紙
を
受
け
取
り
、
必
要
な

事
項
を
記
入
し
て
、
農
協
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
際
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料

を
納
め
る
人
は
、
放
っ
て
お
く
と
あ

と
で
そ
の
保
険
料
に
つ
い
て
二
年
の

時
効
が
完
成
し
て
納
め
ら
れ
な
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
と
く
に
当
然
加
入
資
格

者
で
、
資
格
取
得
の
決
定
通
知
を
待

っ
て
か
ら
納
付
す
る
と
納
期
を
過
ぎ

て
し
ま
う
お
そ
れ
の
あ
る
人
は
、
届

と
一
諸
に
必
要
な
保
険
料
も
納
め
る

　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
ー

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
短
期
被
用
者
年
金
期
間
の

あ
る
人
は
、
あ
わ
せ
て
「
短
期
被
用

者
年
金
期
間
該
当
申
出
書
」
に
必
要

な
事
項
を
記
入
し
て
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

保
険
料
は
い
く
ら
か

◆保険料1ヵ月につき

　はかりグ）定期検査をー）ぎの日程によ　l　i50年1月㌻51年12月分　　1，650円

1）行いますから、検査を必要とするはl　i

かりをお持古、の方は是非受検ください。l　i52年1月～12月分　　　　　2，450円

定期検査を受1ナるはかり…取引（売買）li

　　　　　　　　　　　　　　l　i53年1月～12月分　　　　2，970円
又は証明用に使肌ているはカ’り・li

　商店・露店・運送業・工場・事業所　l　i54年1月分～　　　　　　　3，290円
　農協等で使用しているはかり、学校l　L．一．．．．．．一．．．．．．＿．．．＿＿．．．．．＿＿．＿．＿．．．

欝畢讐重計脳嶺1三離讐墾

定難翻欝虞撒用跨旦婿繋雛塁
試はカ、り、日通．国鉄．郵便局等で1　四　て安てのすま

　　　　　　　　　　　　　　1　 昭百　い心納年。と
使用し5いるはかり。．　1暫箭禦聾

その他の注意…①検査日は「計量器使1　　十円　　利　しす年秋前
　用者調査書、の住所・氏名・職業・電話　1　　　二　　　　で　’ζ分　の納

欄尋ま必ず記入してカ、r、持参くださ、、．1隼　曝納鱗葱
　　　　　　　　　　　　　　亟
　②検査には手数料がかかります。　　6

　
通
常
一
～
三
月
分
は
四
月
末
、
四

～
六
月
分
は
七
月
末
、
七
～
九
月
分

は
十
月
末
、
十
～
十
二
月
分
は
翌
年

一
月
末
ま
で
に
農
協
の
窓
口
に
納
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

騨
年
分
ま
と
め
て
前
納
す
る

と
有
利
I
i

　
保
険
料
は
、
一
年
分
（
毎
年
一
月

～
十
二
月
分
）
ま
と
め
て
前
納
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
き
秋
の
米
代

金
な
ど
か
ら
次
の
年
の
一
年
分
の
保

険
料
を
ま
と
め
て
納
め
ま
す
と
、
納

め
忘
れ
が
な
く
安
心
で
す
し
、
保
険

料
も
割
引
さ
れ
て
い
て
有
利
で
す
。

　
五
十
三
年
分

　
　
三
万
三
千
四
百
六
十
円

（
納
め
る
期
限
　
昭
和
五
十
二
年
十

二
月
末
目
）

　
五
十
四
年
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
。

　
　
三
万
八
千
三
百
六
十
円

（
納
め
る
期
限
　
昭
和
五
十
三
年
十

二
月
末
日
）

保
険
料
の
納
め
方

　
保
険
料
の
納
め
方
と
し
て
は
、
現

金
納
付
と
口
座
振
替
納
付
の
方
法
が

あ
り
ま
す
が
、
口
座
振
替
納
付
の
方

法
に
よ
れ
ば
、
納
め
る
手
間
が
は
ぶ

け
、
ま
た
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
場
合
に
は
、
加
入
の

と
き
に
合
わ
せ
て
農
協
と
の
間
で
口

座
引
落
し
に
つ
い
て
の
手
続
き
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

出
か
せ
ぎ
期
間
は

　
出
か
せ
ぎ
に
行
っ
て
厚
生
年
金
保

険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き
は
、
農
業

者
年
金
の
被
保
険
者
資
格
を
失
い
ま

す
。
し
か
し
、
出
か
せ
ぎ
期
間
が
八

ヵ
月
以
下
で
帰
っ
て
き
て
再
加
入
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
出
か
せ
ぎ
先

で
の
証
明
書
を
添
え
て
申
し
出
て
基

金
の
確
認
を
う
け
れ
ば
、
そ
の
期
間

は
「
短
期
被
用
者
年
金
期
間
」
と
し

て
、
前
に
の
べ
た
『
保
険
料
を
納
め

た
期
間
等
』
の
中
に
含
め
ら
れ
ま
す
。

　
（
短
期
被
用
者
年
金
期
間
中
に
六

十
歳
に
達
し
た
人
で
、
農
業
者
老
齢

年
金
を
受
給
す
る
資
格
の
あ
る
人
は
、

帰
っ
て
き
た
日
か
ら
一
ヵ
月
以
内
に

そ
の
期
間
が
短
期
被
用
者
年
金
期
間

に
該
当
す
る
む
ね
の
申
出
書
と
、
そ

の
期
問
中
に
老
齢
年
金
の
給
付
事
由

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
む
ね
の

届
と
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）

髪
o
o
亟
亟
壺
典
亟
o
亟
亟
o
亟
o
典
亟
雨
x
亟
o
塾
o
o
垂
匪
x
亟
x
嬰
o
o
亟
o
o
o
唾
唾
亟
亟
亟
o
亟
o
亟
o
亟
亟
唾
亟
亟
o
垂
濫
引
x
垂
亟
前
x
塾
垂
唾
亟
o
x

　農地転用には許…苛申講を
　田畑等農地を住宅、工場建築、植林

等の目的で農地以外に転用する場合に

は、農地法により県の許可が必要です

　申請してから許可になるまで約2ヵ

月位要しますので、早目に申請し、許

可を受けてから工事に着手するように

してください。詳しくは、お近くの農

業委員または市農業委員会（溶7－3111

番）へご相談ください。

会　場…市民体育館

受付時間…午前9時～11時　午後1時

　半～3時半

検査目…7月5日本町1丁目、本町東

　西・本町2・3丁目、袋町、栄町、

　昭和町1～4丁目、西寺町、泉町、

　宮下町、諏訪町、神明町、学校町、

　水野町、若宮町　7月6日本町4・

　5丁目、高田町1・2・3丁目、丸

　山町、七軒町、加賀糸屋町、関口樋

　口町、駅通り、西浦｛旭町、稲荷町

　西本町、千代田町、春日町　7月7

　日本町6丁目、三和町、下川原町、

　田中町、川原町、上川町、田川町、

　八幡田町、島、江道、猿倉、津池、

　菅沼、大池、赤倉、高山、錦町、美

　雪町、桜木町、高田町4・5丁目、

　山本町、千歳町、寿町、本町7丁目
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年
金
委
員
は
身
近
な
相
談
相
手

　
国
民
年
金
委
員
は
、
国
民
年
金
の

仕
事
が
ス
ム
ー
ズ
に
運
ば
れ
る
よ
う

県
知
事
の
委
嘱
を
受
け
て
、
み
な
さ

ん
に
手
続
き
の
指
導
を
し
た
り
、
保

険
料
の
集
金
、
あ
る
い
は
年
金
に
つ

い
て
の
相
談
に
お
答
え
す
る
身
近
な

相
談
相
手
で
す
。

　
国
民
年
金
に
つ
い
て
知
り
た
い
こ

と
や
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
お
気
軽
に
年
金
委
員
に
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
委
員
は
、
つ
ぎ
の
み
な

　
さ
ん
で
す
。
　
（
敬
称
略
）

十
日
町
地
区
　
大
島
チ
ヨ
ノ
　
古
沢

ト
シ
　
塩
川
寅
亥
　
滝
沢
貞
子
　
高

橋
国
彦
　
根
津
フ
ジ
　
小
川
公
吉

春
日
茂
　
水
落
順
太
郎
　
吉
原
ヨ
シ

関
口
幸
作
　
本
山
幸
治
　
根
津
福
栄

宮
入
昌
平
　
高
木
平
八
　
三
輪
孝
義

樋
口
良
子
　
佐
藤
政
一
　
庭
野
輿
一

郎
　
俵
山
清
二
　
久
保
田
時
次
　
田

中
清
　
樋
口
直
一
　
根
津
誠
一
　
根

津
道
男
　
中
林
玉
次
　
大
島
孝
一

上
村
紘
一
　
大
島
ふ
み
子
　
松
岡
キ

ク
　
浜
田
弘
　
吉
田
寅
之
　
庭
野
賢

次
羽
鳥
末
男
根
津
英
助
根
津

竹
治
渡
辺
正
二
庭
野
ミ
イ
村

山
博
宮
下
諦
治
藤
ノ
木
直
義

高
橋
四
郎
　
加
藤
チ
ズ
子
　
長
谷
川

キ
ミ
　
池
田
新
作
　
三
宅
貞
蔵
　
青

山
忠
作
　
田
村
弥
生
　
根
津
亀
三
郎

庭
野
幸
治
　
中
山
芳
樹
　
阿
部
国
治

高
橋
昭
治
　
阿
部
ト
ミ
　
高
橋
昭
二

中
林
勇
雄
　
村
山
重
信
　
西
方
勝
太

郎
　
長
谷
川
良
雄
　
登
坂
保
子
　
種

村
篤
二
　
須
藤
喜
美
子
　
庭
野
伊
勢

松
　
池
田
キ
ク
　
小
林
マ
ツ
オ
　
庭

野
健
蔵
　
高
橋
好
一
郎
　
庭
野
マ
サ

中
林
路
晴

中
条
地
区
　
中
島
六
蔵
　
中
島
音
政

庭
野
玉
吉
　
佐
藤
伊
松
　
太
田
剛
重

中
島
タ
ツ
オ
　
太
田
ス
ミ
　
蕪
木
錬

一
郎
　
佐
藤
正
隆
　
大
熊
永
作
　
田

村
富
二
　
玉
田
専
平
　
二
瓶
伸
作

小
川
テ
イ
　
大
熊
正
治
　
岩
田
静
江

大
熊
栄
三
　
丸
山
求
　
大
熊
浅
之
助

阿
部
新
平
　
越
村
己
則
　
樋
口
益
治

岩
田
勇
司
　
田
村
シ
ゲ
　
田
村
七
助

福
島
力
　
池
田
正
市
　
藤
ノ
木
直
春

阿
部
泰
三
　
佐
藤
正
一
　
池
田
金
策

藤
木
福
男
　
池
田
清
　
大
津
三
作

橋
本
惣
太
郎
　
水
落
昭
夫
　
松
田
正

久
　
根
津
茂
　
岩
田
哲
治
　
水
落
仁

作
　
庭
野
総
治
　
山
田
才
治
郎
　
春

川
千
昭
　
大
島
良
吉
　
大
津
仁
　
西

山
熊
男
　
曾
根
武
　
山
本
徳
政
　
矢

沢
正

川
治
地
区
　
村
山
正
樹
　
玉
村
万
作

宮
沢
虎
勝
　
島
田
か
ね
　
生
越
増
次

上
村
哲
夫
　
松
沢
清
　
佐
藤
正
夫

村
山
力
　
岡
村
建
治
　
樋
ロ
キ
、
・
、

小
林
マ
ン
　
宮
進
　
小
林
シ
ゲ
ノ

保
坂
光
美
　
高
橋
融
　
長
井
忠
志

斉
木
富
治
　
中
沢
貞
夫
　
渡
辺
三
喜

梧
沢
晴
三
郎
　
高
野
静
枝
　
田
中
真

治
　
田
中
ト
ヨ
　
小
海
猪
作
　
金
子

由
三
　
星
野
由
太
郎
　
野
村
重
一

桑
原
末
吉
　
宮
内
一
雄
　
柑
沢
喜
久

治
　
梧
沢
喜
三
作
　
佐
藤
富
子
　
梧

沢
久
　
高
木
平
八
　
大
島
ト
シ
　
佐

伯
昭
二
　
村
山
喜
八
郎
　
湯
川
長
治

郎
　
三
輪
照
代
　
羽
鳥
信
男
　
服
部

和
吉
　
斉
木
文
枝
　
村
山
貞
蔵
　
雲

野
義
恵
　
風
間
文
平
　
斉
木
タ
ケ

樋
口
袈
裟
次

六
箇
地
区
　
南
雲
利
一
郎
　
柳
義
夫

霜
垣
キ
ク
イ
　
福
崎
正
平
　
俵
山
仁

右
衛
門
　
徳
永
貫
一
　
桑
原
清
正

吉
田
地
区
　
丸
山
ミ
ヨ
　
柳
ク
ニ

酒
井
モ
ト
　
春
日
ナ
ッ
イ
　
島
田
澄

子
　
保
坂
セ
イ
　
涌
井
キ
ヨ
イ
／
尾

身
ス
グ
イ
　
江
村
フ
ミ
　
尾
身
フ
、
・
、

桑
原
一
郎

下
条
地
区
　
長
谷
川
稔
男
　
生
越
正

信
　
生
越
喜
一
郎
　
水
落
武
　
渡
辺

信
一
　
山
田
利
男
　
上
村
完
治
　
生

越
伊
三
郎
　
近
藤
豊
　
小
杉
清
一

村
山
実
久
　
高
橋
健
策
　
小
島
銀
松

小
島
松
三
郎
　
山
口
熊
吉
　
上
村
芳

三
　
藤
田
庚
二
　
村
山
繁
　
山
田
良

作
佐
藤
一
男
中
町
博
小
島
雅

雄
　
水
落
之
夫
　
小
宮
山
弥
　
水
落

寅
一
　
水
落
丑
松
樋
口
武

水
沢
地
区
　
福
島
ム
メ
　
富
井
イ
ツ

金
沢
ヨ
シ
イ
　
上
村
ト
、
・
、
金
沢
ノ

ブ
　
村
山
リ
ン
　
志
賀
ヨ
、
・
、
子
　
上

村
修
司
　
宮
沢
昭
子
　
井
ロ
フ
ジ

植
木
キ
ヨ
ノ
　
山
崎
徳
一
　
山
本
チ

ヨ
　
樋
口
敏
徳
　
村
山
マ
ヨ
　
桑
原

ヤ
ス
　
小
海
キ
ク
ジ
　
樋
口
貞
吉

佐
藤
勝
治
郎
　
樋
口
忠
男
　
飯
塚
栄

智
子
　
富
井
高
二
　
田
中
テ
ル
　
石

沢
ミ
ツ
井
　
井
口
吉
清

毎月15日は年金定例相談日

～ご利用ください～

国民年金は濃業・林業・自営業者など会社員や

公務員等を除いたほとんどの人々が加入しているわ

が国で一番大きな年金制度です。

　しかし、この制度を十分理解しないため、まだ任

意加入しない人や加入した人で制度内容をもっとく

わしく知りたい人とか、手続きがわからないという

1ような人も少なくありません・

き　　そこで、市民課国民年金係では、地域住民の方々

　になお一層国民年金について理解を深めていただく

　ため毎月15日を国民年金定例相談日と定めました。

　　国民年金について知りたい方、また気軽に相談を

　受けたい方は、この機会に遠慮なくおいでください。

5”””ml””m”1””1””舗ガ’36甥甜伽1”1”1“1””lll””1”1”lm””llll“II”ll“”lll””1””II””“””1”””“日召和52年6月25日

下
水
道
管
埋
設
工
事
に
ご
協
力
を
ー

　
住
み
良
い
生
活
環
境
づ
く
り
を
目

ざ
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
公
共
下
水

道
事
業
は
、
今
年
で
四
年
目
を
迎
え

ま
し
た
が
、
今
年
六
月
下
旬
か
ら
十

一
月
下
旬
に
わ
た
り
、
つ
ぎ
の
区
間

で
下
水
道
管
の
埋
設
工
事
を
行
い
ま

す
。　

付
近
の
み
な
さ
ん
に
は
、
交
通
面

等
で
大
変
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
特
段
の
ご
理
解

と
．
こ
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
危
険
を
伴
い
ま
す
の
で
、

工
事
現
場
に
近
づ
か
な
い
よ
う
ご
注

音
心
く
だ
さ
い
。

第
ー
工
区
　
本
町
六
丁
目
三
国
鉄
ガ

ー
ド
付
近
か
ら
北
越
北
線
ガ
ー
ド
下

及
び
八
幡
田
踏
切
を
経
て
村
山
工
務

所
前
ま
で
約
三
百
三
十
材
。

第
二
工
区
　
村
山
工
務
所
前
か
ら
国

鉄
線
路
沿
い
に
稲
荷
町
踏
切
ま
で
約

二
百
五
十
八
材
。

第
三
工
区
　
下
川
原
地
内
の
終
未
処

理
場
進
入
道
路
に
昨
年
度
埋
設
し
た

下
水
管
に
接
続
し
て
西
へ
二
百
六
十

六
材
。

老
人
健
康
診
査
を
実
施

　
医
師
会
の
ご
協
力
に
よ
り
老
人
健

康
診
査
を
、
つ
ぎ
の
日
程
で
実
施
し

ま
す
。

天候に恵まれた小唄まつ9
　去る6月5・6目の両日・華やかに繰i）広げ

られた小唄まつりは、快晴のなか約4万人の人

出で賑わった。
　特に日曜日と重なつた5日には、朝から大池

では魚釣り大会、諏訪神社境内では県相撲新人

戦。そして夜は、本町目ぬき通りで、約800人
の大民踊流しと、夜の更けるにつれて盛り上が

った。

　　　　　今辮4〉納繊
市町村民税第1期
国民健康保険料第2期

　
診
査
の
対
象
者
は
、
今
年
度
中
に

満
六
十
五
歳
以
上
に
達
す
る
方
で
す
．

（
明
治
四
十
五
年
四
月
二
日
～
大
正
二

年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）

■
診
査
日
程

　
詳
し
く
は
、
市
政
事
務
嘱
託
員
を

通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
が
、
該
当

さ
れ
る
方
は
、
健
康
保
持
の
た
め
ぜ

ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

指
定
医
療
機
関

実
　
施
　
期
　
日

実
施
（
受
付
）
時
間

山
口
医
院
（
＋
日
町
）

6
月
2
9
日

午
後
2
時
～
3
時

池
田
　
医
院

6
月
30
日
・
7
月
1
日

〃

中
条
　
病
院

7
月
5
日
．
6
日

午
後
1
時
～
2
時

＋
日
町
病
院

7
月
5
日
～
8
日

午
後
2
時
～
3
時

庭
野
医
院

7
月
6
日
．
8
日

午
後
1
時
～
3
時

大
島
　
医
院

7
月
12
目
・
1
3
日

午
後
2
時
～
3
時

至
誠
堂
医
院

〃

午
前
9
時
～
正
午

山
口
医
院
（
下
条
）

7
月
1
3
日
・
14
日

午
後
1
時
半
～
2
時
半

吉
田
診
療
所

7
月
7
日
．
8
日

午
前
8
時
半
～
1
0
時

水
沢
診
療
所

7
月
12
日
・
1
3
日

午
前
8
時
半
～
n
時

巡
回
診
療
に
合
わ

せ
る
所

入
間
沢
　
7
月
n
日

新
水
　
7
月
12
日

六
　
箇
　
7
月
1
3
日

当
間
　
7
月
14
日

新規学校卒業者の採用計画をお早めに

　
十
日
町
公
共
職
業
安
定
所
で
は
、
来
年
3
月
新
規
学
校
卒
業
者
に
対
す
る

求
人
受
付
を
次
の
と
お
り
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
地
元
求
人
の
P
・
R
を
積
極
的
に
行
う
必
要
か
ら
「
県
内
求
人
一
覧
表
」
を

作
成
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
一
覧
表
登
載
締
切
日
に
ま
に
あ
う
よ
う
、
早

期
に
求
人
申
込
み
く
だ
さ
る
よ
う
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
学
校
区
分

項
　
目

中
　
　
学

高
　
　
校

大
　
　
学

職
業
訓
練
校

求
人
受
理
日

6
月
1
日
か
ら

8
月
1
6
日
奮

9
月
1
日
奮

県
内
求
人

一
覧
表
登
載

求
人
締
切
日

7
月
末
日

第
一
報

6
月
1
5
日

第
二
報

7
月
20
日

第
一
報

8
月
2
0
日

第
二
報

9
月
1
0
日

　
消
防
設
備
士
試
験
の
お
知

　
ら
せ

期
日
　
筆
記
試
験
八
月
九
日
（
長
岡

　
市
）
　
実
技
試
験
八
月
二
十
六
日

　
（
新
潟
市
）

試
験
の
種
類
　
甲
種
消
防
設
備
士

　
第
一
類
か
ら
第
五
類
ま
で
乙
種

　
消
防
設
備
士
　
第
一
類
か
ら
第
七

　
類
ま
で
。

受
験
願
書
の
受
付
期
間
　
七
月
五
日

　
か
ら
七
月
十
六
日
ま
で
。

受
験
願
書
の
提
出
先
　
新
潟
市
学
校

　
町
通
り
一
番
町
　
県
総
務
部
消
防

　
防
災
課

そ
の
他
　
詳
細
は
十
日
町
地
域
消
防

　
署
へ
。

停
電
の
お
知
ら
せ

▽
七
月
四
日
（
月
）
午
後
一
時
～

四
時
半
ま
で
　
高
田
町
三
南
　
▽
七

月
十
一
日
（
月
）
　
午
前
九
時
～
正

午
ま
で
、
昭
和
町
四
の
一
部
　
稲
荷

町
一
・
二
・
三
・
三
の
北
の
各
一
部

三
の
南
、
宇
都
宮
、
丸
山
町
の
一
部

▽
七
月
十
四
日
（
木
）
　
午
前
九
時

～
正
午
ま
で
　
新
座
第
二
．
第
三
．

第
四
の
各
一
部
▽
七
月
十
五
日
（
金
）

稲
荷
町
三
丁
目
、
三
丁
目
北
の
各
一

部
、
西
、
西
本
町
、
八
幡
田
の
一
部

　
下
川
原
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年
金
委
員
は
身
近
な
相
談
相
手

　
国
民
年
金
委
員
は
、
国
民
年
金
の

仕
事
が
ス
ム
ー
ズ
に
運
ば
れ
る
よ
う

県
知
事
の
委
嘱
を
受
け
て
、
み
な
さ

ん
に
手
続
き
の
指
導
を
し
た
り
、
保

険
料
の
集
金
、
あ
る
い
は
年
金
に
つ

い
て
の
相
談
に
お
答
え
す
る
身
近
な

相
談
相
手
で
す
。

　
国
民
年
金
に
つ
い
て
知
り
た
い
こ

と
や
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
お
気
軽
に
年
金
委
員
に
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
委
員
は
、
つ
ぎ
の
み
な

　
さ
ん
で
す
。
　
（
敬
称
略
）

十
日
町
地
区
　
大
島
チ
ヨ
ノ
　
古
沢

ト
シ
　
塩
川
寅
亥
　
滝
沢
貞
子
　
高

橋
国
彦
　
根
津
フ
ジ
　
小
川
公
吉

春
日
茂
　
水
落
順
太
郎
　
吉
原
ヨ
シ

関
口
幸
作
　
本
山
幸
治
　
根
津
福
栄

宮
入
昌
平
　
高
木
平
八
　
三
輪
孝
義

樋
口
良
子
　
佐
藤
政
一
　
庭
野
輿
一

郎
　
俵
山
清
二
　
久
保
田
時
次
　
田

中
清
　
樋
口
直
一
　
根
津
誠
一
　
根

津
道
男
　
中
林
玉
次
　
大
島
孝
一

上
村
紘
一
　
大
島
ふ
み
子
　
松
岡
キ

ク
　
浜
田
弘
　
吉
田
寅
之
　
庭
野
賢

次
羽
鳥
末
男
根
津
英
助
根
津

竹
治
渡
辺
正
二
庭
野
ミ
イ
村

山
博
宮
下
諦
治
藤
ノ
木
直
義

高
橋
四
郎
　
加
藤
チ
ズ
子
　
長
谷
川

キ
ミ
　
池
田
新
作
　
三
宅
貞
蔵
　
青

山
忠
作
　
田
村
弥
生
　
根
津
亀
三
郎

庭
野
幸
治
　
中
山
芳
樹
　
阿
部
国
治

高
橋
昭
治
　
阿
部
ト
ミ
　
高
橋
昭
二

中
林
勇
雄
　
村
山
重
信
　
西
方
勝
太

郎
　
長
谷
川
良
雄
　
登
坂
保
子
　
種

村
篤
二
　
須
藤
喜
美
子
　
庭
野
伊
勢

松
　
池
田
キ
ク
　
小
林
マ
ツ
オ
　
庭

野
健
蔵
　
高
橋
好
一
郎
　
庭
野
マ
サ

中
林
路
晴

中
条
地
区
　
中
島
六
蔵
　
中
島
音
政

庭
野
玉
吉
　
佐
藤
伊
松
　
太
田
剛
重

中
島
タ
ツ
オ
　
太
田
ス
ミ
　
蕪
木
錬

一
郎
　
佐
藤
正
隆
　
大
熊
永
作
　
田

村
富
二
　
玉
田
専
平
　
二
瓶
伸
作

小
川
テ
イ
　
大
熊
正
治
　
岩
田
静
江

大
熊
栄
三
　
丸
山
求
　
大
熊
浅
之
助

阿
部
新
平
　
越
村
己
則
　
樋
口
益
治

岩
田
勇
司
　
田
村
シ
ゲ
　
田
村
七
助

福
島
力
　
池
田
正
市
　
藤
ノ
木
直
春

阿
部
泰
三
　
佐
藤
正
一
　
池
田
金
策

藤
木
福
男
　
池
田
清
　
大
津
三
作

橋
本
惣
太
郎
　
水
落
昭
夫
　
松
田
正

久
　
根
津
茂
　
岩
田
哲
治
　
水
落
仁

作
　
庭
野
総
治
　
山
田
才
治
郎
　
春

川
千
昭
　
大
島
良
吉
　
大
津
仁
　
西

山
熊
男
　
曾
根
武
　
山
本
徳
政
　
矢

沢
正

川
治
地
区
　
村
山
正
樹
　
玉
村
万
作

宮
沢
虎
勝
　
島
田
か
ね
　
生
越
増
次

上
村
哲
夫
　
松
沢
清
　
佐
藤
正
夫

村
山
力
　
岡
村
建
治
　
樋
ロ
キ
、
・
、

小
林
マ
ン
　
宮
進
　
小
林
シ
ゲ
ノ

保
坂
光
美
　
高
橋
融
　
長
井
忠
志

斉
木
富
治
　
中
沢
貞
夫
　
渡
辺
三
喜

梧
沢
晴
三
郎
　
高
野
静
枝
　
田
中
真

治
　
田
中
ト
ヨ
　
小
海
猪
作
　
金
子

由
三
　
星
野
由
太
郎
　
野
村
重
一

桑
原
末
吉
　
宮
内
一
雄
　
柑
沢
喜
久

治
　
梧
沢
喜
三
作
　
佐
藤
富
子
　
梧

沢
久
　
高
木
平
八
　
大
島
ト
シ
　
佐

伯
昭
二
　
村
山
喜
八
郎
　
湯
川
長
治

郎
　
三
輪
照
代
　
羽
鳥
信
男
　
服
部

和
吉
　
斉
木
文
枝
　
村
山
貞
蔵
　
雲

野
義
恵
　
風
間
文
平
　
斉
木
タ
ケ

樋
口
袈
裟
次

六
箇
地
区
　
南
雲
利
一
郎
　
柳
義
夫

霜
垣
キ
ク
イ
　
福
崎
正
平
　
俵
山
仁

右
衛
門
　
徳
永
貫
一
　
桑
原
清
正

吉
田
地
区
　
丸
山
ミ
ヨ
　
柳
ク
ニ

酒
井
モ
ト
　
春
日
ナ
ッ
イ
　
島
田
澄

子
　
保
坂
セ
イ
　
涌
井
キ
ヨ
イ
／
尾

身
ス
グ
イ
　
江
村
フ
ミ
　
尾
身
フ
、
・
、

桑
原
一
郎

下
条
地
区
　
長
谷
川
稔
男
　
生
越
正

信
　
生
越
喜
一
郎
　
水
落
武
　
渡
辺

信
一
　
山
田
利
男
　
上
村
完
治
　
生

越
伊
三
郎
　
近
藤
豊
　
小
杉
清
一

村
山
実
久
　
高
橋
健
策
　
小
島
銀
松

小
島
松
三
郎
　
山
口
熊
吉
　
上
村
芳

三
　
藤
田
庚
二
　
村
山
繁
　
山
田
良

作
佐
藤
一
男
中
町
博
小
島
雅

雄
　
水
落
之
夫
　
小
宮
山
弥
　
水
落

寅
一
　
水
落
丑
松
樋
口
武

水
沢
地
区
　
福
島
ム
メ
　
富
井
イ
ツ

金
沢
ヨ
シ
イ
　
上
村
ト
、
・
、
金
沢
ノ

ブ
　
村
山
リ
ン
　
志
賀
ヨ
、
・
、
子
　
上

村
修
司
　
宮
沢
昭
子
　
井
ロ
フ
ジ

植
木
キ
ヨ
ノ
　
山
崎
徳
一
　
山
本
チ

ヨ
　
樋
口
敏
徳
　
村
山
マ
ヨ
　
桑
原

ヤ
ス
　
小
海
キ
ク
ジ
　
樋
口
貞
吉

佐
藤
勝
治
郎
　
樋
口
忠
男
　
飯
塚
栄

智
子
　
富
井
高
二
　
田
中
テ
ル
　
石

沢
ミ
ツ
井
　
井
口
吉
清

毎月15日は年金定例相談日

～ご利用ください～

国民年金は濃業・林業・自営業者など会社員や

公務員等を除いたほとんどの人々が加入しているわ

が国で一番大きな年金制度です。

　しかし、この制度を十分理解しないため、まだ任

意加入しない人や加入した人で制度内容をもっとく

わしく知りたい人とか、手続きがわからないという

1ような人も少なくありません・

き　　そこで、市民課国民年金係では、地域住民の方々

　になお一層国民年金について理解を深めていただく

　ため毎月15日を国民年金定例相談日と定めました。

　　国民年金について知りたい方、また気軽に相談を

　受けたい方は、この機会に遠慮なくおいでください。
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下
水
道
管
埋
設
工
事
に
ご
協
力
を
ー

　
住
み
良
い
生
活
環
境
づ
く
り
を
目

ざ
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
公
共
下
水

道
事
業
は
、
今
年
で
四
年
目
を
迎
え

ま
し
た
が
、
今
年
六
月
下
旬
か
ら
十

一
月
下
旬
に
わ
た
り
、
つ
ぎ
の
区
間

で
下
水
道
管
の
埋
設
工
事
を
行
い
ま

す
。　

付
近
の
み
な
さ
ん
に
は
、
交
通
面

等
で
大
変
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
特
段
の
ご
理
解

と
．
こ
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
危
険
を
伴
い
ま
す
の
で
、

工
事
現
場
に
近
づ
か
な
い
よ
う
ご
注

音
心
く
だ
さ
い
。

第
ー
工
区
　
本
町
六
丁
目
三
国
鉄
ガ

ー
ド
付
近
か
ら
北
越
北
線
ガ
ー
ド
下

及
び
八
幡
田
踏
切
を
経
て
村
山
工
務

所
前
ま
で
約
三
百
三
十
材
。

第
二
工
区
　
村
山
工
務
所
前
か
ら
国

鉄
線
路
沿
い
に
稲
荷
町
踏
切
ま
で
約

二
百
五
十
八
材
。

第
三
工
区
　
下
川
原
地
内
の
終
未
処

理
場
進
入
道
路
に
昨
年
度
埋
設
し
た

下
水
管
に
接
続
し
て
西
へ
二
百
六
十

六
材
。

老
人
健
康
診
査
を
実
施

　
医
師
会
の
ご
協
力
に
よ
り
老
人
健

康
診
査
を
、
つ
ぎ
の
日
程
で
実
施
し

ま
す
。

天候に恵まれた小唄まつ9
　去る6月5・6目の両日・華やかに繰i）広げ

られた小唄まつりは、快晴のなか約4万人の人

出で賑わった。
　特に日曜日と重なつた5日には、朝から大池

では魚釣り大会、諏訪神社境内では県相撲新人

戦。そして夜は、本町目ぬき通りで、約800人
の大民踊流しと、夜の更けるにつれて盛り上が

った。

　　　　　今辮4〉納繊
市町村民税第1期
国民健康保険料第2期

　
診
査
の
対
象
者
は
、
今
年
度
中
に

満
六
十
五
歳
以
上
に
達
す
る
方
で
す
．

（
明
治
四
十
五
年
四
月
二
日
～
大
正
二

年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）

■
診
査
日
程

　
詳
し
く
は
、
市
政
事
務
嘱
託
員
を

通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
が
、
該
当

さ
れ
る
方
は
、
健
康
保
持
の
た
め
ぜ

ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

指
定
医
療
機
関

実
　
施
　
期
　
日

実
施
（
受
付
）
時
間

山
口
医
院
（
＋
日
町
）

6
月
2
9
日

午
後
2
時
～
3
時

池
田
　
医
院

6
月
30
日
・
7
月
1
日

〃

中
条
　
病
院

7
月
5
日
．
6
日

午
後
1
時
～
2
時

＋
日
町
病
院

7
月
5
日
～
8
日

午
後
2
時
～
3
時

庭
野
医
院

7
月
6
日
．
8
日

午
後
1
時
～
3
時

大
島
　
医
院

7
月
12
目
・
1
3
日

午
後
2
時
～
3
時

至
誠
堂
医
院

〃

午
前
9
時
～
正
午

山
口
医
院
（
下
条
）

7
月
1
3
日
・
14
日

午
後
1
時
半
～
2
時
半

吉
田
診
療
所

7
月
7
日
．
8
日

午
前
8
時
半
～
1
0
時

水
沢
診
療
所

7
月
12
日
・
1
3
日

午
前
8
時
半
～
n
時

巡
回
診
療
に
合
わ

せ
る
所

入
間
沢
　
7
月
n
日

新
水
　
7
月
12
日

六
　
箇
　
7
月
1
3
日

当
間
　
7
月
14
日

新規学校卒業者の採用計画をお早めに

　
十
日
町
公
共
職
業
安
定
所
で
は
、
来
年
3
月
新
規
学
校
卒
業
者
に
対
す
る

求
人
受
付
を
次
の
と
お
り
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
地
元
求
人
の
P
・
R
を
積
極
的
に
行
う
必
要
か
ら
「
県
内
求
人
一
覧
表
」
を

作
成
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
一
覧
表
登
載
締
切
日
に
ま
に
あ
う
よ
う
、
早

期
に
求
人
申
込
み
く
だ
さ
る
よ
う
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
学
校
区
分

項
　
目

中
　
　
学

高
　
　
校

大
　
　
学

職
業
訓
練
校

求
人
受
理
日

6
月
1
日
か
ら

8
月
1
6
日
奮

9
月
1
日
奮

県
内
求
人

一
覧
表
登
載

求
人
締
切
日

7
月
末
日

第
一
報

6
月
1
5
日

第
二
報

7
月
20
日

第
一
報

8
月
2
0
日

第
二
報

9
月
1
0
日

　
消
防
設
備
士
試
験
の
お
知

　
ら
せ

期
日
　
筆
記
試
験
八
月
九
日
（
長
岡

　
市
）
　
実
技
試
験
八
月
二
十
六
日

　
（
新
潟
市
）

試
験
の
種
類
　
甲
種
消
防
設
備
士

　
第
一
類
か
ら
第
五
類
ま
で
乙
種

　
消
防
設
備
士
　
第
一
類
か
ら
第
七

　
類
ま
で
。

受
験
願
書
の
受
付
期
間
　
七
月
五
日

　
か
ら
七
月
十
六
日
ま
で
。

受
験
願
書
の
提
出
先
　
新
潟
市
学
校

　
町
通
り
一
番
町
　
県
総
務
部
消
防

　
防
災
課

そ
の
他
　
詳
細
は
十
日
町
地
域
消
防

　
署
へ
。

停
電
の
お
知
ら
せ

▽
七
月
四
日
（
月
）
午
後
一
時
～

四
時
半
ま
で
　
高
田
町
三
南
　
▽
七

月
十
一
日
（
月
）
　
午
前
九
時
～
正

午
ま
で
、
昭
和
町
四
の
一
部
　
稲
荷

町
一
・
二
・
三
・
三
の
北
の
各
一
部

三
の
南
、
宇
都
宮
、
丸
山
町
の
一
部

▽
七
月
十
四
日
（
木
）
　
午
前
九
時

～
正
午
ま
で
　
新
座
第
二
．
第
三
．

第
四
の
各
一
部
▽
七
月
十
五
日
（
金
）

稲
荷
町
三
丁
目
、
三
丁
目
北
の
各
一

部
、
西
、
西
本
町
、
八
幡
田
の
一
部

　
下
川
原



、
Q
o
q
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老人医療受給者証を更新
　
老
人
医
療
（
県
老
・
県
障
医
療
を
含
む
V
受
給
者
証
は
、
毎
年
七
月

一
日
付
で
更
新
さ
れ
ま
す
が
、
本
年
も
つ
ぎ
の
日
程
で
更
新
を
行
い
ま

す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
該
当
者
に
は
、
ハ
ガ
キ
で
時
間
・
持
参
物
な
ど
通
知
し
ま
す
が
、
家

族
の
方
も
ご
承
知
の
う
え
更
新
も
れ
の
な
い
よ
う
ご
配
意
く
だ
さ
い
。

（
更
新
受
領
は
代
理
者
で
も
結
構
で
す
．
）

月
　
　
日

場
　
　
　
所

対
　
象
　
地
　
区

6
月
2
8
日

下
　
条
　
出
　
張
　
所

下
条
地
区
全
域

〃

川
治
地
区
公
民
館

川
治
地
区
（
一
部
を
除
く
）

〃

水
　
沢
　
出
　
張
　
所

水
沢
地
区
全
域

〃
2
9
日

新
水
克
雪
セ
ン
タ
ー

中
条
山
地
全
域

〃

老
人
憩
の
家
四
ッ
宮
荘

十
日
町
・
中
条
の
各
一
部

〃

吉
　
田
　
出
　
張
　
所

吉
田
地
区
全
域

〃
3
0
日

中
条
地
区
公
民
館

中
条
平
場
査
部
を
除
く
）

〃

市
　
　
　
役
　
　
　
所

十
日
町
・
川
治
の
各
一
部

〃

六
　
箇
　
出
　
張
　
所

六
箇
地
区
全
域

（
譲
雑
基
本
調
査
に
）

　
本
年
七
月
一
日
現
在
で
、
全
国
一

斉
に
就
業
構
造
基
本
調
査
が
実
施
さ

れ
ま
す
．
こ
の
調
査
は
、
経
済
計
画

や
雇
用
、
失
業
対
策
な
ど
行
政
施
策

の
基
礎
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
行

う
も
の
で
、
当
市
で
は
、
つ
ぎ
の
地

区
に
つ
い
て
、
後
日
担
当
調
査
員
が

伺
い
ま
す
。
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
調
査
対
象
地
区

本
町
六
の
一
の
一
部
（
星
野
忠
男
）

本
町
六
の
二
（
根
津
哲
夫
）
美
雪
町

三
（
古
沢
昭
三
）
川
治
下
町
一
（
斉

藤
紀
元
）
北
鐙
坂
三
（
栗
林
鎌
一
）

南
鐙
坂
の
一
部
（
保
坂
久
一
）

　
　
〔
担
当
課
…
市
役
所
商
工
課
〕

　騨．編奮“驚6沁㌣
　ゆいかばやゆ　ゆゆいのゆ

灘難懸蜘
灘灘懸彰
　　Q“勲，o騨曝”σ　　　・魯晦瓢◎◎群堺

おおらかな子ど

もは．健康なお

父さんと、お田

さんから。

家族全員が協力

　し合つて，育児

　の目標をもち成

長を見守ってあ

　げましよう。

必．
癩

▽
鍔
の
休
鎖
数
懸
獲

31　　　24　　　17　　　10　　　　3

日　　日　　日　　日　　目

大
島
医
院
（
川
原
町
ご

　
3
2
の
2
9
5
7
番
皿

十
日
町
病
院
（
高
田
町
3
南
）
…

　
8
7
の
5
5
6
6
番
…

至
誠
堂
医
院
（
西
浦
東
）
…

　
8
2
の
3
2
7
6
番
…

池
田
医
院
（
本
町
西
－
）
…

　
8
2
の
2
5
8
1
番
…

山
ロ
医
院
（
袋
町
中
ご

　
3
2
の
2
1
7
4
番
…

　　　》街頭献血を実施《
　相互扶助により確立されている献血の推進に
あたり、全国的に7月1日かr）1ヵ月間「愛の
血液助けあい運動」が行われます。
　新潟県赤十字血液センターでは・7月1日十
日町市献血友の会会長馬場文平氏をセンター長
に委嘱して街頭で献血を実施します・
　また、十日町青年会議所のご協力により、街
頭での呼びかけを行うと共に、献血に対する趣
旨の普及と地域住民の献血思想の向上をはかる
ことにしていますので、市民各位の一層のご協

力をお願いします。

献血車日程
と　き　7月1日（金）／午前10時～午後3時

ところ　十日町商工福祉会館前（本町3丁目

●献血できる人
満16歳以上の健康な人・体重が男子45㎏
以上、女子40㎏以上の人・前回の採血か
ら1ヵ月以上経過している人

明日といわず今献血しましょう

事
業
名

期
　
日

受
付
時
間

会
場
名

対
象
者

参
集
区
域

備
　
　
考

育
児
相
談

7
月
7
日

　
㈱

午
前
9
時

　
～

　
　
1
0
時

水
沢
出
張
所

生
後
1
2
ヵ
月

ま
で
の
者

水
沢
地
区

身
体
測
定

保
育
に
つ
い
て

の
相
談

7
月
8
日

　
團

午
後1

時
半

～
　
2
時

吉
田
出
張
所

吉
田
地
区

7
月
1
3
日

　
困

中
条
地
区
公

民
館

中
条
地
区

7
月
1
8
日

　
㈲

下
条
出
張
所

下
条
地
区

7
月
14
日

　
㈱

＋
日
町
公
民
館

51

年
n
月
～

52

年
1
月
生

ま
れ
の
者

十
日
町
・

川
治
・
六

箇
・
大
井

田
・
新
座

地
区

育
児
学
級
並

び
に
四
ヵ
月

児
検
診

7
月
1
5
日

　
囲

午
後
1
時

　
～

　
1
時
半

＋
日
町
公
民
館

52

年
3
月

生
ま
れ
の
者

全
　
域

身
体
測
定

内
科
検
診

育
児
学
級

3
歳
児
検
診

7
月
1
2
日

　
㈹

午
後
1
時

　
　
～

　
2
時
半

＋
日
町
公
民
館

49

年
1
月

生
ま
れ
の
者

全
　
城

3
歳
6
ヵ
月
児

を
対
象
。
個
人

通
知
が
な
く
と

も
該
当
月
の
方

は
お
い
で
く
だ

さ
い
。

○
－

：
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
：

－
○

　□21号□

　ゆ襯
≧お』厚夢豊
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～
良
い
マ
ナ
ー
広
め
て
無
事
故
の
ま
ち
づ
く
り

　
夏
季
は
、
海
水
浴
等
レ
ジ
ャ
ー
や

墓
参
帰
省
の
た
め
交
通
量
が
増
加
す

る
と
共
に
、
交
通
環
境
の
変
化
か
ら

毎
年
過
労
運
転
、
安
全
運
転
義
務
違

反
に
起
因
す
る
交
通
事
故
が
増
加
す

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
夏
休
み
に
よ
る
解
放
感
な

ど
か
ら
く
る
子
ど
も
の
交
通
事
故
も

多
発
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
新
潟
県
、
十
日
町
市
、

十
日
町
市
交
通
安
全
対
策
会
議
で
は
、

去
る
七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
二
十

日
ま
で
の
一
カ
月
間
を
、
「
夏
の
交
通

事
故
防
止
運
動
月
間
」
と
し
て
、
広

く
地
域
、
職
域
に
交
通
安
全
運
動
を

認
識
さ
せ
、
　
一
人
一
人
の
自
覚
に
よ

り
正
し
い
交
通
ル
ー
ル
を
身
に
つ
け

交
通
事
故
の
防
止
、
特
に
死
亡
事
故

抑
止
を
図
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
運
動
の
重
点
実
施
事
項

　
夏
季
鶴
お
継
る
蜜
全
運
転
の
確
保

●
暑
さ
か
ら
く
る
気
の
ゆ
る
み
、

注
意
力
の
低
下
と
無
暴
運
転
が
多

く
予
想
さ
れ
る
の
で
安
全
運
転
指

導
に
努
め
る
。

●
お
盆
、
海
水
浴
、
お
祭
り
な
ど

レ
ジ
ャ
ー
関
係
の
車
輔
の
増
加
が

予
想
さ
れ
る
の
で
、
遠
乗
者
の
通

過
車
輔
を
対
象
に
交
通
安
全
指
導

所
を
設
置
し
て
安
全
運
転
を
呼
び

か
け
る
。

●
飲
酒
運
転
の
追
放
に
努
め
る
。

町
内
会
、
部
落
会
等
地
域
組
織
を

あ
げ
て
「
考
え
る
交
通
安
全
」
運

動
の
推
進
を
は
か
る
。

夏
休
み
中
の
子
ど
も
の
』

　
　
　
　
交
遜
事
故
の
防
止
、

●
交
通
安
全
教
育
の
実
施
（
母
親

ぐ
る
み
の
交
通
安
全
教
室
な
ど
を

積
極
的
に
開
催
し
、
正
し
い
交
通

ル
ー
ル
の
実
践
を
習
慣
づ
け
る
）

●
子
ど
も
の
遊
び
場
の
確
保
（
校

庭
開
放
を
は
じ
め
神
社
、
空
地
等

子
ど
も
の
安
全
な
遊
び
場
と
し
て

適
当
な
場
所
の
確
保
に
努
め
る
）

交
通
蜜
全
蟻
設
傷
設
雛

　
　
　
　
　
並
ぴ
に
点
検
蟄
備

交
遜
蜜
全
搬
導
所
の
設
雛
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△
世
界
平
和
を
築
く
た
め
　
餉

　
　
　
　
み
ん
な
で
参
加
し
よ
う
舳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舳

　
　
◎
と
き
八
月
六
日
　
綱

動
　
　
午
前
八
薯
八
時
三
＋
ぞ
舳

縄
◎
と
こ
ろ
市
民
会
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餉

「
竃
薯
茎
茎
霊
竃
茎
竃
暑
茎
茎
」

超党派での平の
原
水
爆
禁
止
市
民
大
会

嚇
毒
原
醸
証
隻

㎜
・
蓋
戦
騰
舞
篠

脚
　
鷲
蜥
論
誘
無
轍
環
艇
陣
髪
舳

脚
　
陰
翁
ブ
緩
纏
爆
莞
勤
輪

脚
　
ン
5
そ
地
降
　
　
　
餉

ザ
蓼
書
書
垂
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書
｝
；
豊
書
書
；
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、
｝
｛
｛
｛
｛
｛
等
｝
｝
羊
｝
｝
｛
｝
等
｝
等
羊
羊
｝
等
ギ
｝
｝

｝
ら

｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝一｝｝｝｝》一｝

　交通安全はゆずりあいか

　ドラィバーの方へ

あげた手に笑顔で返す『パイどうぞ』

★歩行者、特におとしよりや子どもに

おもいやりを…0

　＿曇O
　j書　　3

／、7ノツり

、

　よい子の皆さんへ

信号が青でもよく見てわたろうね

★信号が青のときも、右と左をよく見てからわたり

★輩あ巖、ガード．一ルの麺

糊麟魏　鳶

渦
も

　お母さん方へ

お田さんあなたは今子どもの手を握っていますか

★幼児を連れて道を歩くときは、必ず、幼児の手

　を握って、車の通らない側を歩かせましょう。

★買物をしているときでも、

　幼児からは、目を離さない

　ようにしましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　免


